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食中毒事故に関するお詫びとお知らせ 
 

 

この度、当社が運営する店舗「炭火居酒屋 炎 琴似店」（北海道札幌市西区）におきまし

て、ノロウイルスを原因とする食中毒事故が発生いたしました。 

発症されたお客様ならびにそのご家族の皆様には、多大なる苦痛及びご迷惑をおかけしまし

たことを衷心よりお詫び申し上げます。また、当社店舗を日頃よりご利用いただいております

お客様及び、ご利用予定のお客様ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおか

けしましたことを重ねてお詫び申し上げます。 

 

記 

 

１．食中毒事故の内容 

2025 年３月 16 日に「炭火居酒屋 炎 琴似店」でお食事されたお客様より、体調不良

を訴えられている旨の連絡が札幌市西保健センターにありました。 

これを受けて、2025 年３月 18 日に札幌市西保健センターによる検査が行われました。 

この結果、当日ご利用された複数のお客様及び従業員からノロウイルスが検出され、発

生状況等により当該店舗で感染したものとの判断に至りました。 

当該店舗は 2025 年３月 26 日までの２日間、営業停止の行政処分を受けました。 

なお、当該店舗は状況が判明した 2025 年３月 20 日より自主的に営業を自粛しておりま

した。 

 

２．行政処分の内容 

 処分店舗 ：炭火居酒屋 炎 琴似店（北海道札幌市西区） 

 所轄保健所：札幌市西保健センター 

 処分年月日：2025 年３月 25 日 

 処分の理由：食品衛生法第６条第３号違反 

 病因物質 ：ノロウイルス 

 営業停止期間：2025 年３月 25 日から 2025 年３月 26 日までの２日間 

 

３．再発防止対策 

 当社では、日頃より衛生管理の徹底を目的とした従業員教育及び社内体制の整備を推進

してまいりましたが、このような食中毒事故の発生に至りました。 

今般の事態を重く受け止め、札幌市西保健センターはじめ関係各位のご指導を賜り、食

材管理及び従業員の教育と体調管理を徹底し、店舗設備の改善にも努め、再発防止に取り

組んでまいります。また、当社他店舗におきましても、衛生管理を再確認し、強化・徹底

して、皆様の信頼回復に努める所存です。 

 

４．業績への影響 

 本件による当社の業績に与える影響は軽微であると考えておりますが、改めて開示が必

要な場合には別途、速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 


